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当社では、当社が発注する業務委託の受託者であるフリーランスの方の就業環境の整備の

ため、フリーランスの方が妊娠、出産、育児又は介護と業務を両立できるよう、必要な配慮

をしております。 

育児 小学校就学前の子が対象。 

介護 
要介護状態（2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態）に
ある家族（配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、
孫）の介護が対象。 

■具体的な配慮の例 

納期やスケジュールの柔軟な調整、打ち合わせのオンライン化、 

お子様の送迎時間を考慮するなどの会議時間の調整、業務量の一時的な軽減や分割、 

チャットやメールでの連絡を基本とすること 

配慮の申出を受けた場合は、以下の通り検討を行いますので、配慮が必要なフリーランスの方

は、当社担当者まで口頭、メール、書面にてご相談ください。 

担当：管理部（メール：kanri@mindshare.co.jp）  

 

 
申出をしたことや配慮を受けたことのみをもって、不利益な取扱いを受けることはありません。 

十分に検討した結果、やむを得ず必要な配慮が出

来ない場合は説明します。 
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当社では、フリーランスの方が安心して働くことができる環境を整備するため、「特定受託事業

者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス・事業者間取引適正化等法）」に基づき、ハ

ラスメントに関する相談窓口を設置しております。ハラスメントでお困りの際は、相談窓口にご

相談ください。 

 

【相談窓口】 管理部 e-mail：kanri@mindshare.co.jp 

 

● 当社が発注する業務委託の受託者に対する、当社の役員、従業員、その他お仕事をするにあ

たり関係する方からのハラスメントが対象です。 

● 第三者からの通報の場合は、匿名も可能です。 

● 寄せられた相談については、相談者の意向を伺った上で対応を検討します。 

● 秘密は守ります。ただし、解決のために必要な関係者には、相談者と協議の上で情報を開示

することもあります。 

● 相談者が不利益な取扱いを受けることはありません。 

 

 

弊社ではハラスメント対策に係る体制整備を行っています。 ▼概要▼ 
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（参考） 業務委託におけるハラスメントのケース 

（出典） 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 

（フリーランス・事業者間取引適正化等法）パンフレット P.22 

 

 

 

 

 

https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf 


